
 

医療情報取得加算に係る掲示 

当院は、以下の取り組みにおいて、医療 DXを通じた 

質の高い診療体制を整備しています。 

① 医師等が診療を行う診察室等において、オンライン   

 資格確認等システムにより取得した診療情報等を 

活用して診療をしています。 

② マイナ保険証利用を促進する等、医療ＤＸを通じて 

質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 

③ 電子処方箋の発行等、医療ＤＸにかかる体制を整備   

しています。 

 

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ

ンバーカード等を利用した受診歴、薬剤情報、特定検診

その他必要な情報を取得・活用して診療を行っています。 

医療ＤＸ推進体制整備加算加算に係る掲示 
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）の 

利用促進について 
 

 

当院では、厚生労働省の後発医薬品の利用促進の方針に従い、入

院診療及び外来診療における後発医薬品の使用に積極的に取り組ん

でいます。 

後発医薬品の採用に当たっては、品質、情報、供給体制等に関し

て、院内で十分に検討し、有効かつ安全な製品を採用しています。 

また、後発医薬品の使用推進のため、院外処方せんではメーカー

の販売名ではなく、医薬品の有効成分を表す一般名処方としている

医薬品もあります。 

 なお、後発医薬品の供給不足が生じた場合、同種同効薬などへの

変更を行うことがありますが、変更する場合には、安心して服用い

ただけるよう十分に説明させていただきます。 

後発医薬品の使用について、ご理解とご協力をお願いします。 
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 外来腫瘍化学療法診療料１に係る掲示  

当院では外来腫瘍化学療法診療料１の届出を行うにあたり

以下の体制を整備しております。 

1. 専任の医師、看護師又は薬剤師が配置され、外来化学

療法を受けられる患者さまからの電話等による緊急

の相談等に 24 時間対応できる体制を整えています。 

2. 外来化学療法を受けられる患者さまが緊急時に入院

できる体制を確保しています。

3. 実施される化学療法のレジメン（治療内容）の妥当性

を評価し、承認する『癌化学療法検討委員会』を定期

的に開催しています。

連絡先 0897-43-6161 

月～金 8:30～17:15 かかりつけの診療科へ 

月～金 17:15～翌 8:30 当直者へ繋いでもらってください 

御連絡の際は、お名前、患者 ID、かかりつけの診療科・治療

中であることをお伝えください。 
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